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 第５回大月市教育委員会定例会 会議録  

 

・ 開催日時    令和元年７月２４日(水曜日) 

        午前１０時から午前１１時５０分 

 

・  開催場所    市役所第２庁舎４階会議室 

 

・ 出席委員    小泉克行教育長、中村順一郎教育長職務代理者、藤本政一委員 

天野ますか委員、野尻正人委員、庄司有紀委員 
 

・ 出席職員    井上教育次長、奈良学校教育課長、 

          土橋こどもの学び支援担当リーダー 

          杉本学校づくり担当リーダー 

          星野社会教育担当リーダー 

          

・ 傍聴人     なし 

 

 〔会 議〕 

１ 開会 

【教育長開会宣言】 

 

２ 会議録の承認 

  職員が令和元年度第４回定例会会議録を朗読し、承認された。 

 

３ 教育委員会報告 

  教育長から、令和元年６月２７日から令和元年７月２４日までの教育委員会活動が

報告された。 

 

４ 議事 

 

議案第１１号 代替教員内申について 

（ 非公開 ） 

〔説明〕土橋こどもの学び支援担当リーダー 

 

   【原案どおり決定】 

 

 議案第１２号 就学指定学校変更・区域外就学について 

 （ 非公開 ） 

 〔説明〕土橋こどもの学び支援担当リーダー 
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【原案どおり決定】 

 

 議案第１３号 平成３０年度大月市教育委員会の教育行政点検・評価について 

 〔説明〕奈良学校教育課長 

このことにつきましては、前回の６月定例会におきまして、議案第１０号として提

出させていただき、継続審議案件となっておりましたので、改めて説明させていただ

きます。 

前回は、事務局（案）として提示し、書面審理をいただく中で、委員の皆様から、

ご意見がある場合は、７月１２日（金）までを締め切りとして、期間を設けておりま

した。その結果、特段のご意見がありませんでしたので、ご報告させていただきます。 

委員の皆様には、改めまして、本日「教育行政点検・評価報告書」を提出させていた

だきましたが、事務局にて部分的な内容、字句等を修正しましたので、確認させてい

ただきます。 

４ページをお開きください。点検項目、（１）教育委員会の会議の運営改善中、「内

容」の欄をご覧ください。臨時会の開催回数でありますが、２回を改め、１回と修正

しました。 

次に、１０ページをお開きください。上の表の下段となります。今後の方向性の欄、

右側、「ＩＣＴ化の推進」の次に「を図る。」を加えました。 

次に、１２ページをお開きください。下の表をご覧ください。中ほど、評価の詳細、

右側、「山陽精工（株）に売却したが、」を「山陽精工（株）に売却し、」と修正しま

した。 

以上の３箇所を修正いたしました。 

本日、再度、修正点を含め、ご審議をいただきたいと考えております。 

なお、今後の予定でありますが、８月議会定例懇談会の場において説明した後、９

月市議会定例会に報告案件として提出いたします。 

それでは、ご審議をお願いいたします。 

 

 小泉教育長 

  教育行政点検・評価の何箇所かを加除修正することについて説明がありました。前

回、委員の皆様からご意見、ご質問をいただく中で、継続審議となっていましたが、

本日またお気付きの点等ありましたら、出していただければと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

 野尻委員 

  細かな一つ一つの言葉も含めてですか。 

 

 奈良学校教育課長 

  お気付きの点をご指摘いただければと思います。 

 

 中村教育長職務代理者 
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  １２ページの学校教育の充実・閉校跡地等の活用ですが、教員住宅はこの部類に入

らないのでしょうか。 

  

 奈良学校教育課長 

  入っておりません。 

  財産の種類は大きく分けて二つあります。行政目的をもっているものを行政財産、

そうでないものを普通財産という区分けになります。行政目的を持っているのが、

我々で言うと学校教育に関わるものということになりますが、一方で普通財産とは、

行政財産でないものということになります。普通財産は目的がございませんので、貸

したり借りたり売却することが、通常できるということになっております。閉校学校

跡地を含めまして、表向きは利用目的がないけれども、普通財産に切り替えはしてお

りません。ただ、地域には貸したり地域の憩いの場となったりしているため、正直な

ところ曖昧なところはあります。 

では、普通財産に切り替えてしまっていいのかということになりますが、具体的に

は、行政財産という括りの中で管理をしております。いざ普通財産に切り替えるとい

う時には、地域の方の意見を拝聴することになっており、使っていないから普通財産

に切り替えられるかというとそうではありません。教員住宅もまだ行政財産として残

しておりますので、この中には含まれないことになります。 

 

 小泉教育長 

  中村教育長職務代理者から１２ページの評価に関わっての教員住宅の案件について

質問がありました。基本的に教員住宅としての浅利の役割は終わっていますし、今後

もないかと思います。東部地区の新採交流の規定が変わり、新採用での仮宿義務がな

くなりました。その学区に住む必要がないので、家から通うことが可能になり、教員

住宅の需要は減っていくと思います。今、強瀬の教員住宅も１００％入っていません。

浅利の教員住宅は、現在、行政財産としてあるとご理解ください。 

 

 中村教育長職務代理者 

  了解しました。 

 

 小泉教育長 

  先程、野尻委員の方からも細かな文言についてもどうかという話がありましたが、

何か気が付いた点があれば、ぜひお願いします。 

 

 野尻委員 

  １１ページの学校教育の充実、④（Ｃ）教育相談体制・就学支援の充実ですが、評

価全体はこれでいいと思いますし、読ませてもらって妥当だと思うのですが、目標及

び方策の中に「いじめの早期発見・早期対応の徹底を図る」とありますので、評価を

Ａにするのであれば、評価の詳細の中に一言いじめのことを入れた方がいいのではな

いかと思います。当然、学校では定期的なアンケートや日常の活動の中で、学校内の
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情報交換を密にしながら早期発見と早期対応に努めていますので、そのことは触れて、

入れてもいいのかと思います。各学校ではそれぞれ独自のものもあり、色んな方策を

とりながらやっていますので、上の目標と絡んで、今の状況であれば、いじめのこと

も一言入れておいていただければいいと思いました。 

 

 小泉教育長 

  学校での具体的な取り組みを受けて評価をするということで、今の野尻委員のご意

見については、受け止めていただいて、今後、検討していくということでよろしいで

しょうか。 

 

 奈良学校教育課長 

  はい。ありがとうございます。 

 

 天野委員 

  １０ページの学校教育の充実、④（ａ）国際理解・情報教育の推進で、目標及び方

策の中に、「国際平和教育」とあります。理解をするということは平和に繋がるとい

うことで、大きく含めた意味で国際平和教育になるんでしょうけれど、大月市で国際

平和教育を進めたいと目標を掲げていることは素晴らしいことだと思うのですが、実

際の内容を見ると理解という程度に留められているので、この文言が浮いてしまって

いるように感じてしまいます。特に今すぐにということではないですけれど、今後検

討する中でここに書いてある内容だと国際理解程度なので、そのことが気になります。 

 

 奈良学校教育課長 

  「平和」についてですよね。前回も少し触れましたが、この基になっているのは大

月市第２期教育振興基本計画になるのですが、その中でこの文言は使われておりまし

て、記載しました。時期計画では、立案時に検討課題とするということで、ご理解を

いただきたいと思います。 

 

 小泉教育長 

  基本方針の方に掲げられているということですが、平和というのはとても大事な教

育だと思いますので、逆に、各学校で平和教育についてはそれぞれ行っていますので、

先程の野尻委員の視点のように、こういうふうな実践をして取り組んでいるというこ

とを具体的に評価の詳細の中に盛り込むことによって、この「平和」がしっかり生き

るような形にしてもらいたいと思いました。  

  天野委員のご指摘はおっしゃるとおりですので、目標と評価の詳細が合致するよう

に今後はしていきたいと思いますので、よろしいでしょうか。 

 

 天野委員 

  了解しました。 
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   【原案どおり決定】 

 

 議案第１４号 令和２年度使用教科用図書採択について 

 （ 非公開 ） 

 〔説明〕小泉教育長 

   

   【原案どおり決定】 

 

 議案第１５号 学校給食費について 

 〔説明〕奈良学校教育課長 

  このことにつきましては、今月１７日に第１回大月市学校給食運営委員会を開催い

たしました。その中で「令和元年度学校給食事業計画について」の審議がなされ、審

議資料の抜粋を用意しましたので、ご覧ください。 

４、学校給食費について 

（１）給食費の改定 

給食費は、直近では、消費税増税（税率３％から５％）に伴い、物価上昇を加味し

て、平成２６年度から小学校２６５円、中学校３００円（教職員等同額）に改定し、

現在に至っています。令和元年１０月から消費税率が１０％に増税される予定ですが、

学校給食食材については、軽減税率対象（一部対象外の食材等もあります）で、現行

の８％が適用されることから給食費の増額改定は行わず、平成３１年度は、現行の給

食費を継続したいと考えています。 

  ここまでが、資料となっていましたが、一部、補足して説明いたします。 

 給食費でありますが、食材のみに使用されており、人件費や施設に関わる経費などは、

市の財源が充てられています。このことから、軽減税率の対象が多くを占め、大月市

学校給食運営委員会としましては、今回の増税に対しまして、影響が少ないことから

改訂の必要はない意見集約となりました。つきましては、本日、最終的な決定をした

いと思いますので、ご審議をお願いいたします。 

 

   【原案どおり決定】 

     

５ その他 

 

（１）令和元年度山梨県学力把握調査集計結果について 

 （ 非公開 ） 

〔説明〕奈良学校教育課長 

  

   【了知】  

    

（２）令和元年度地域研修会について 

 〔説明〕奈良学校教育課長 
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  市内小中学校の教職員を対象に、夏休みを利用して今年度も「地域研修会」を実施

いたします。７月３１日（水）の午前中に「大月市の戦争遺跡」をテーマに、遺構等

の見学や大月空襲の講話などを予定しています。詳細につきましては、資料をごらん

いただきたいと思います。 

 

【了知】 

 

（３）大月市英語体験活動について 

〔説明〕奈良学校教育課長 

 今年度で２回目となり、８月５日（月）から７日（水）の実施となります。 

 この事業は、体験活動を通して、地域への誇りや愛着、よりよい人間関係の構築力、

自己有用感、国際感覚を培う目的としています。 

 ５日・６日は大月短期大学で事前学習、７日は富士急行線の大月駅から都留文科大

学前駅まで、往路と復路で体験学習を行います。事前学習は、小中高校生と一緒に縦

割りのグループを作り、そこに地域のふじ国際交流会の皆様、小中高教員及びＡＬＴ

が入り、シナリオ作りから、実際の英語のやり取りまでの事前学習を行います。体験

活動では、富士急行線の車両の中で、乗り合せた外国の観光客の方々と英会話でふれ

あう体験活動を行います。 

 

小泉教育長 

 付け加えさせていただくと、英語体験活動に協力してくださる都留高生が昨年より

増えましたので、大変心強く思っています。また、昨日一昨日と市内の小学校のサマ

ースクールにも都留高生が両日で８０名、子どもたちに勉強を教えるということで参

加してくださいました。来週になったら、今度は中学生の方に勉強を教えに来てくれ

るということで、小・中・高の連携もサマースクールを窓口に新たな展開ができてい

ます。 

         

【了知】 

 

（４）大月市教育委員会教育委員研修会について 

〔説明〕杉本学校づくり担当リーダー 

 毎年、市単独の教育委員研修会を実施させていただいております。昨年度は、平成

３０年１１月２７日（水）に児童養護施設「くずはの森」を訪問させていただきまし

た。その前年は、都留市の「こすもす教室」でした。今年度につきましても例年同様、

秋頃研修会を実施させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 事務局からの提案となりますが、やまびこ支援学校など研修先としていかがでしょ

うか。提案いたします。 

 

小泉教育長 
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 ぜひ、実現していただければと思います。楽しみですね。 

 

杉本学校づくり担当リーダー 

 それでは、調整させていただきます。 

 

   【了知】 

 

（５）山梨県市町村教育長会議について 

 〔説明〕小泉教育長 

  山梨県市町村教育長会議が７月２２日にありました。その時の報告を簡単にさせて

いただきたいと思います。資料をご覧いただきたいと思います。 

  一つ目ですが、今年の６月５日に「山梨県教育振興計画」発表されました。これを

受けて、大月市も今年度末で今の教育振興計画が終了になりますので、新たな市の教

育振興計画を策定することになりますが、この県から出た教育振興計画が大きな土台

になるということで、ご承知おきいただきたいと思います。今回の特徴は、学校教育

は生涯学習の中の一部だということで生涯学習を大きな括りの中で見て、学校教育の

位置づけをしていくということで、そこが大きな変化だと説明を受けました。 

  二つ目は県の学校防災指針「自然災害対策編」の改訂が、平成３１年３月２５日付

で、県教育庁総務課から発出されました。これを受けて、すべての学校で今年度中に

学校安全計画及び危機管理マニュアルの点検・見直しを行うことになっております。

これについては、指導・監督を教育委員会の方で行わなければいけないと思います。 

  三つ目は教職員の働き方改革の取り組み状況、四つ目は長時間労働者に対する医師

による面接指導でした。 

  最後になりますが、特別支援学校うぐいすの杜学園が令和２年４月に開校します。

このうぐいすの杜学園の入学も視野に入れて、学校と連携しながら就学について考え

ていければと思います。 

 

 中村教育長職務代理 

  この施設はどこにできますか。 

 

 小泉教育長 

  甲府です。郡内にはできないです。 

 

【了知】 

 

（６）その他 

・令和大月音頭について 

 〔説明〕小泉教育長 

  扇寿会という文化協会に所属している舞踊の会で作詞作曲し、大月市が元気になる

ように色々なところで皆さんに踊ってもらいたいということで話がありました。教育
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委員会が後援もさせてもらっています。 

先日、代表の方にお会いした際に、運動会でやってくれないかと話がありましたが、

運動会はもう準備が始まっているので、学校の実情もあるので難しいと思いますとい

う話はさせてもらったんですけれど、ただ例えば、学校の方でデモンストレーション

的に有志の方たちが来てやっていただくのは、時間が取れる学校もあるかもしれない

ので、学校現場と相談はしないとわかりませんが、働きかけはしたいと思いますとお

話をさせてもらいました。今後、色々な行事等で折に触れ、話題になるかと思います

が、委員の皆様も令和大月音頭ができたということは、ご承知おきいただきだいと思

います。 

 

   【了知】 

 

・令和元年８月２９日（木）午前１０時から第６回教育委員会を開催することを確認。 

 

６ 閉会 

【教育長閉会宣言】 

  


